
漁業の許可及び取締り等に関する省令（昭和３８年農林水産省令第５号）第７２条第１項第２号に規定する手繰第二種漁業の制限措置 

漁業種類 操業区域 漁業時期 推進機関の馬力数 船舶総トン数 

手繰第二種餌料びき網

漁業 

ア 伊勢湾のうち次の点を順次結んだ直線と陸岸によって囲

まれた海域 

（ア）知多郡美浜町野間埼灯台 

（イ）知多郡美浜町野間埼灯台と三重県鳥羽市神島灯台を結

んだ直線と知多郡南知多町野島灯台と三重県伊勢市宇治

山田港大湊防波堤灯台を結んだ直線の交点 

（ウ）知多郡南知多町野島灯台 

（エ）田原市伊良湖町古山頂上 

（オ）知多郡南知多町大磯灯台 

（カ）知多郡南知多町大字師崎林崎 

イ 三河湾のうち次の点を順次結んだ直線以西の海域 

（ア）知多郡美浜町河和港南防波堤灯台 

（イ）西尾市一色町佐久島波ヶ埼灯台 

（ウ）知多郡南知多町大磯灯台 

（エ）田原市立馬埼灯台 

ウ 渥美外海のうち次の点を順次結んだ直線と陸岸によって

囲まれた海域 

（ア）北緯３４度３４分５０秒東経１３７度１分５秒の点 

（イ）北緯３４度３３分５８秒東経１３７度の点 

（ウ）北緯３４度３３分５２秒東経１３７度９秒の点 

（エ）北緯３４度２８分５２秒東経１３７度９分７秒の点 

（オ）北緯３４度２８分５２秒東経１３７度２９分１９秒の 

  点 

（カ）北緯３４度４０分２４秒東経１３７度２９分１９秒の 

  点 

伊勢湾及び三河湾に

あっては３月１日か

ら１２月３１日まで

渥美外海にあっては

１２月１日から翌年

５月３１日まで 

２６０キロワット＊以

下であって許可証に

記載された馬力数 

６トン未満であって

許可証に記載された

総トン数 

 

＊ 漁船法施行規則の一部を改正する省令（平成１３年農林水産省令第１５３号）附則第２条第１項に規定する推進機関を搭載する漁船については、「２６０キロワ

ット」とあるのは、「６０馬力」と読み替える。 



漁業の許可及び取締り等に関する省令（昭和３８年農林水産省令第５号）第７２条第１項第３号に規定する手繰第三種漁業の制限措置 

漁業種類 操業区域 漁業時期 推進機関の馬力数 船舶総トン数 

（１）改良備前網漁業 渥美外海のうち東経１３７度２９分１９秒の線と、次の点を

順次結んだ直線と北緯３４度２６分１８秒以南の東経１３７

度２分５４秒の線から成る線との両線間における海域 

ア 北緯３４度３４分５０秒東経１３７度１分５秒の点 

イ 北緯３４度３３分５８秒東経１３７度の点 

ウ 北緯３４度３３分５２秒東経１３７度９秒の点 

エ 北緯３４度３０分５３秒東経１３７度２分１６秒の点 

オ 北緯３４度３０分６秒東経１３７度１分２３秒の点 

カ 北緯３４度２８分５２秒東経１３７度２分６秒の点 

キ 北緯３４度２７分東経１３７度２分６秒の点 

ク 北緯３４度２６分１８秒東経１３７度２分５４秒の点  

１月１日から１２月

３１日まで 

４００キロワット＊１

以下の範囲内におい

て許可証に記載され

た推進機関の馬力数 

１５トン未満であっ

て許可証に記載され

た総トン数 

（２）貝けた網漁業(次

号及び第４号を除く。) 

伊勢湾又は三河湾のうち許可証に記載された操業区域 １２月１日から翌年

６月３０日まで 

２６０キロワット＊２

以下であって許可証

に記載された馬力数 

１５トン未満であっ

て許可証に記載され

た総トン数 

（３）貝けた網漁業（操

業期間が３ヶ月以内の

漁業に限る。） 

ア 次の表の左欄の漁業を営む者の住所について、それぞれ

同表の右欄の操業区域 

漁業を営む者の住所 操業区域 

伊勢湾及びこれに流入する河川等の

水域に面する地域に住所を有する者 

伊勢湾（漁業権漁場

区域を除く。） 

三河湾及びこれに流入する河川等の

水域に面する地域に住所を有する者 

三河湾（漁業権漁場

区域を除く。） 

渥美外海及びこれに流入する河川等

の水域に面する地域に住所を有する

者 

渥美外海（漁業権漁

場区域を除く。） 

イ 行使資格を有する又は漁業権者の承諾を予め受けた第１

種共同漁業権漁場区域 

許可証に記載された

漁業時期 

２６０キロワット＊２

以下であって許可証

に記載された馬力数 

伊勢湾で操業する場

合は７トン未満、三河

湾又は渥美外海で操

業する場合は６トン

未満であって許可証

に記載された総トン

数とする。ただし、貝

けた網漁業（規則第１

５条第２項の規定に

基づく短期許可の漁

業を除く。）の許可を

受けた船舶について

は、許可証に記載され



た総トン数 

（４）貝けた網漁業（操

業期間が３ヶ月以内で

あって水流噴射式けた

網により行う漁業に限

る。） 

ア 伊勢湾の第１種共同漁業権漁場区域 

イ 西尾市地先の第１種共同漁業権漁場共第８４号区域 

ウ 美浜町地先の第１種共同漁業権漁場共第４５号区域 

エ 南知多町地先の第１種共同漁業権漁場共第３７号、共第

４２号区域 

オ 次のあ、（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）、（オ）を順次結んだ直

線、豊橋市吉前町護岸北西端と同市御津２地区臨海緑地護

岸東端を結ぶ直線及び最大高潮時海岸線により囲まれた海

域 

基点あ 豊橋市御津２区南西端基標Ｎｏ.１５１－２ 

基点い 豊橋市神野新田町二十間川右岸堤防上基標Ｎｏ.

１５６ 

（ア）あから２６１度３８分７５７メートルの点 

（イ）いから２４６度４５分２,１１０メートルの点 

（ウ）いから２２７度２１分１,３２３メートルの点 

（エ）いから２３９度３２分１,１２９メートルの点 

（オ）いから１８０度２３分５６８メートルの点 

許可証に記載された

漁業時期 

２６０キロワット＊２

以下であって許可証

に記載された馬力数 

５トン未満であって

許可証に記載された

総トン数とする。ただ

し、貝けた網漁業の許

可を受け、かつ、常滑

市苅屋町と同大谷町

の境界海岸基標№１

４から２６３度２９

分の線以北の第１種

共同漁業権の行使資

格を有する者の船舶

については１５トン

未満であって許可証

に記載された総トン

数 

（５）貝けた網漁業（内

水面で行う漁業に限

る。） 

木曽川（東海大橋下流端から下流。） １月１日から１２月

３１日まで 

１２７キロワット＊３

以下であって許可証

に記載された馬力数 

２トン未満であって

許可証に記載された

総トン数 

（６）えびけた網漁業 三河湾のうち知多郡美浜町河和港南防波堤灯台、知多郡南知

多町尾張大磯灯標、西尾市一色町佐久島波ヶ埼灯台及び田原

市立馬埼灯台を順次結んだ直線と陸岸により囲まれた海域の

うち許可証に記載された操業区域 

３月１日から１２月

３１日まで 

２６０キロワット＊２

以下であって許可証

に記載された馬力数 

１０トン未満であっ

て許可証に記載され

た総トン数 

（７）なまこけた網漁業

(次号を除く。) 

三河湾のうち許可証に記載された操業区域 １２月１日から翌年

３月３１日まで 

２６０キロワット＊２

以下であって許可証

に記載された馬力数 

６トン未満であって

許可証に記載された

総トン数 

（８）なまこけた網漁業 三河湾内のうち行使資格を有する又は漁業権者の承諾を予め １２月１日から翌年 ２６０キロワット＊２ ６トン未満であって



（操業区域が第１種共

同漁業権区域の漁業に

限る。） 

受けた第１種共同漁業権漁場区域 ３月３１日まで 以下であって許可証

に記載された馬力数 

許可証に記載された

総トン数 

 

＊１ 平成１４年４月１日以前に製造された推進機関に換装等する場合の馬力数は６０馬力以下又は次の表に規定する範囲とする。この場合において、「漁船法に

よる推進機関の馬力数」（社団法人海洋水産システム協会）により、当該機関の連続出力が確認できる機関にあっては、当該出力が４００キロワット以下である

こととする。 

シリンダの数 シリンダの直径 シリンダの数 シリンダの直径 

4 

5 

6 

7 

8 

149ｍｍ以下 

145ｍｍ以下 

133ｍｍ以下 

123ｍｍ以下 

115ｍｍ以下 

9 

10 

11 

12 

108ｍｍ以下 

103ｍｍ以下 

 98ｍｍ以下 

 94ｍｍ以下 

 

＊２ 漁船法施行規則の一部を改正する省令（平成１３年農林水産省令第１５３号）附則第２条第１項に規定する推進機関を搭載する漁船については、「２６０キロ

ワット」とあるのは、「６０馬力」と読み替える。 

 

＊３ 漁船法施行規則の一部を改正する省令（平成１３年農林水産省令第１５３号）附則第２条第１項に規定する推進機関を搭載する漁船については、「１２７キロ

ワツト」とあるのは、「３５馬力」と読み替える。 



漁業の許可及び取締り等に関する省令（昭和３８年農林水産省令第５号）第７２条第１項第５号に規定するその他の小型機船底びき網漁業の制限措置 

漁業種類 操業区域 漁業時期 推進機関の馬力数 船舶総トン数 

（１）まめ板網漁業（操

業区域が伊勢湾の漁業

に限る。） 

伊勢湾のうち三重県伊勢市大湊町宇治山田港大湊防波堤灯

台、知多郡南知多町尾張野島灯台及び同郡南知多町羽豆埼突

端を順次結んだ直線と陸岸により囲まれた海域。ただし、三重

県伊勢市樫原新田地先標識灯と知多郡南知多町尾張野島灯台

を見通す直線以南の海域かつ三重県津市贄埼灯台と田原市伊

良湖町伊良湖岬灯台を見通す直線以西の海域を除く。 

１月１日から１２月

３１日まで 

２６０キロワット＊以

下の範囲内において

許可証に記載された

推進機関の馬力数 

１５トン未満であっ

て許可証に記載され

た総トン数 

（２）まめ板網漁業（操

業区域が三河湾の漁業

に限る。） 

三河湾のうち許可証に記載された操業区域 ３月１日から１２月

３１日まで 

２６０キロワット＊以

下であって許可証に

記載された馬力数 

１０トン未満であっ

て許可証に記載され

た総トン数 

（３）まめ板餌料びき網

漁業 

ア 伊勢湾のうち知多郡南知多町野島灯台と三重県伊勢市宇

治山田港大湊防波堤灯台を結んだ直線以北、知多郡美浜町

野間埼灯台と三重県鳥羽市神島灯台を結んだ直線以東かつ

知多郡南知多町野島灯台と同郡同町羽豆埼突端を結んだ直

線以西の海域。 

イ 三河湾のうち知多郡美浜町河和港南防波堤灯台、西尾市

一色町佐久島波ヶ埼灯台、知多郡南知多町尾張大磯灯標及

び同郡南知多町大字師崎林崎を順次結んだ直線と陸岸によ

って囲まれた海域並びに田原市立馬埼灯台、知多郡南知多

町尾張大磯灯標及び田原市伊良湖町古山頂上を順次結んだ

直線と陸岸によって囲まれた海域。 

３月１日から１２月

３１日まで 

２６０キロワット＊以

下であって許可証に

記載された馬力数 

６トン未満であって

許可証に記載された

総トン数 

（４）渥美外海板びき網

漁業 

渥美外海のうち東経１３７度２９分１９秒の線と、次の点を

順次結んだ直線と北緯３４度１５分４６秒以南の東経１３７

度３分１３秒の線から成る線との両線間における海域。 

ア 北緯３４度３４分５０秒東経１３７度１分５秒の点 

イ 北緯３４度３３分５８秒東経１３７度の点 

ウ 北緯３４度３３分５２秒東経１３７度９秒の点 

エ 北緯３４度３０分５３秒東経１３７度２分１６秒の点 

１月１日から１２月

３１日まで 

制限は定めず、許可証

に記載された馬力数 

１５トン未満であっ

て許可証に記載され

た総トン数 



オ 北緯３４度３０分４２秒東経１３７度２分の点 

カ 北緯３４度２８分５２秒東経１３７度３分１３秒の点 

キ 北緯３４度１９分東経１３７度３分１３秒の点 

ク 北緯３４度１９分東経１３７度２分の点 

ケ 北緯３４度１６分１９秒東経１３７度２分の点 

コ 北緯３４度１５分４６秒東経１３７度３分１３秒の点 

 

＊ 漁船法施行規則の一部を改正する省令（平成１３年農林水産省令第１５３号）附則第２条第１項に規定する推進機関を搭載する漁船については、「２６０キロワ

ット」とあるのは、「６０馬力」と読み替える。 


